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あ
な
た
を
、
そ
し
て
大
切
な
人
を
守
る

成
年
後
見
制
度

～
誰
も
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
づ
く
り
に
向
け
て
～

成
年
後
見
制
度
を
ご
存
知
で
す
か

　
「
認
知
症
の
あ
る
母
が
詐
欺
に
あ
っ
て
し

ま
っ
た
ら
ど
う
し
よ
う
…
」「
両
親
が
亡
く
な

り
、
知
的
障
が
い
の
あ
る
息
子
が
独
り
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
…
」

　

こ
の
よ
う
に
、
認
知
症
や
加
齢
、
障
が
い

な
ど
の
理
由
で
判
断
能
力
が
不
十
分
な
人
は
、

必
要
な
手
続
き
や
財
産
管
理
を
す
る
こ
と
が

難
し
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
自
分
一
人
で
は
判
断
が
で
き
ず
、
不

利
益
な
契
約
を
結
ん
で
し
ま
い
、
詐
欺
や
悪

徳
商
法
の
被
害
に
遭
う
恐
れ
も
あ
り
ま
す
。

　

成
年
後
見
制
度
は
、
後
見
人
な
ど
が
財
産

の
管
理
や
契
約
行
為
、
書
類
の
確
認
な
ど
を

お
手
伝
い
し
た
り
、
定
期
的
に
訪
問
し
て
生

活
状
況
を
確
認
し
た
り
し
な
が
ら
、
住
み
慣

れ
た
地
域
で
安
心
し
て
暮
ら
し
続
け
ら
れ
る

よ
う
に
支
援
を
行
う
仕
組
み
で
す
。

二
つ
の
後
見
制
度

　

成
年
後
見
制
度
に
は
、
判
断
能
力
が
不
十

分
に
な
っ
た
と
き
に
備
え
る
「
任
意
後
見
制

度
」
と
、
す
で
に
判
断
能
力
が
不
十
分
な
場

合
に
利
用
す
る
「
法
定
後
見
制
度
」
が
あ
り

ま
す
。

　

さ
ら
に
、「
法
定
後
見
制
度
」
に
つ
い
て
は
、

本
人
の
判
断
能
力
の
程
度
に
よ
っ
て
３
つ
の

類
型
に
分
類
さ
れ
、
後
見
人
な
ど
に
与
え
ら

れ
る
権
限
や
職
務
の
範
囲
が
異
な
り
ま
す
。

中核機関がサポートします
　市では、制度に関する相談や利用に向けた支援
を行うため、村上市社会福祉協議会と連携し中核
機関を設置しました。お気軽にご相談ください。

【問い合わせ】
　　介護高齢課　村上市地域包括支援センター
　（☎53−2111内線3432）
　　福祉課　障がい者基幹相談支援センター
　（☎53−2111内線1311）
　　村上市社会福祉協議会生活支援課
　（☎62−7756）

利用者の声（被保佐人から）
　お金の管理ができずに無駄遣いしてしま
うことがありました。でも、お金の管理を
してもらって、自分でもお金の使い方を考
えられるようになりました。
　毎月お金を届けに来てくれる時には話を
聞いてもらったり、相談に乗ってもらった
りしているので助かっています。

【図１】
「成年後見制度」について、知って
いますか？（住民向けアンケートよ
り）

　「まったく知らない。」「聞いた事は
あるが、内容は知らない。」と答えた
方が、半数以上を占めており、まだ
まだ認知度が低い現状にあります。

【図２】
あなた自身や身近な方について、判
断能力が不十分な状態になったとき
に困るであろうこと、または実際に
困ったことはありますか？（住民向
けアンケートより）

　判断能力が不十分になった場合の
課題として、「不動産の管理・処
分」「預貯金の管理・解約」「福
祉・介護サービスや入院時の契約」
などが多く挙げられました。

　

後
見
人
な
ど
に
は
、
本
人
の
親
族
の
ほ
か
、

弁
護
士
や
司
法
書
士
、
社
会
福
祉
士
と
い
っ

た
司
法
や
福
祉
の
専
門
職
が
選
任
さ
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
他
に
も
、
社
会
福
祉
法
人
な
ど
が
担

う
法
人
後
見
や
、
養
成
講
座
を
修
了
し
た
市

民
が
後
見
人
と
な
る
市
民
後
見
が
あ
り
ま
す
。

あ
な
た
と
あ
な
た
の
大
切
な
人
の
た
め
に

　

市
で
は
、
令
和
３
年
度
に
第
２
期
村
上
市

地
域
福
祉
計
画
を
策
定
し
ま
し
た
。
そ
の
中

に
は
、
村
上
市
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基

本
計
画
が
包ほ

う

含が
ん

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

計
画
に
は
、
た
と
え
判
断
能
力
が
不
十
分

に
な
っ
て
も
、
そ
の
人
が
そ
の
人
ら
し
く
尊

厳
の
あ
る
暮
ら
し
を
続
け
ら
れ
る
よ
う
な
地

域
づ
く
り
を
目
指
す
こ
と
が
盛
り
込
ま
れ
て

い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
た
め
の
方
法
の
一

つ
が
成
年
後
見
制
度
と
言
え
ま
す
。

　

自
分
自
身
の
た
め
に
、
そ
し
て
大
切
な
人

の
た
め
に
、
成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
考
え

て
み
ま
せ
ん
か
。

※�

計
画
策
定
に
伴
い
実
施
し
た
住
民
ア
ン

ケ
ー
ト
の
一
部
を
抜
粋
し
て
掲
載
し
ま
し

た
（
図
１
・
２
）

よく知っているよく知っている
11%11%

多少知っている多少知っている
29%29%

聞いた事はあるが、聞いた事はあるが、
内容は知らない内容は知らない

30%30%

まったく知らないまったく知らない
21%21%

回答なし回答なし
9%9%

多くの手続きや契約
など、一人で決める
ことができない方
を、後見人がサポー
トします。

保佐人が、本人と
一緒に重要な手続
きや契約などを行
います。

本人だけでは判断
の難しい手続きな
どを、補助人がお
手伝いします。

判断能力があるうちに
信頼できる人を任意後
見人として選んでおき
ます。


